
平成２９年度「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」開催費用等
助成交付要綱について（概要版）

（１）～（４）－①：平成３０年３月１６日まで
※申請書の提出は、都道府県トラック協会ごとに年１回とし、助成対象期間内の最後の地方協議会が終了した後に、一括して申請する。
（ただし、期限までに申請書を提出できない場合は、全ト協に報告し、提出期限について協議する）

（４）－② ：平成３０年２月１日まで
※申請書の提出は、事案が発生の都度申請する。
（ただし、期限までに申請書を提出できない場合は、全ト協に報告し、提出期限について協議する）

１．助成対象費用

２．助成額

３．助成対象期間

４．申請書の提出期限

地方協議会等及びパイロット事業に係る費用のうち、都道府県トラック協会が支出する費用（ただし、行政が負担するものを除く）

（１）地方協議会及びブロック連絡会（隣県同士の情報交換会を含む）の開催にあたり都道府県トラック協会が支出する費用等〔拡充〕

年間１００万円（消費税及び地方消費税を含む）を上限に助成

（２）地方協議会の取り組みのＰＲにかかる費用〔別立て〕

年間１２０万円（消費税及び地方消費税を含む）を上限に助成

（３）パイロット事業の実施にあたり都道府県トラック協会が支出するコンサルタント業務委託料

１件当たり２５０万円（消費税及び地方消費税を含む）を上限に助成

※（３）は、パイロット事業を都道府県トラック協会の予算で実施する場合を対象（但し、全ト協でコンサルタントと契約する場合を除く）

（４）パイロット事業を実施するにあたって特別に必要とする費用〔新設〕

①パイロット事業の集団構成員の旅費交通費のうち、都道府県トラック協会が支出する費用

都道府県トラック協会が支出する実額とする。

②パイロット事業の委託料以外に特別に必要とする費用のうち、都道府県トラック協会が支出する費用

助成金額は、都道府県トラック協会が支出する実額を上限とし、規定に基づき決定。

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

助 成 概 要
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※平成２８年度との変更点は赤字で記載しております。 （公社）全日本トラック協会
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助 成 対 象 費 用 等

（２）地方協議会の取り組みのPRに係る費用（年間１２０万円を上限に助成）

① 委員の謝金（行政委員を除く）

② 委員の旅費交通費（行政委員を除く）

③ 会場費（音響使用料、看板代を含む）

※ただし、地ト協の会議室を使用する場合を除く

④ 協議会資料の作成費、印刷費及び発送費

⑤ 協議会での弁当代・お茶代等

⑥ 荷主や事業者等へのヒアリングを実施した際のヒアリング対象者に対す

る謝金・旅費交通費

⑦ 物流施設見学会を実施した際の委員移動用の貸切バス代等旅費交通

費や物流施設に対する謝礼

⑧ 地方協議会の一部業務（議事録作成等）をコンサルタント会社等に委託

した場合の委託料

⑨ 当該地域のパイロット事業の報告や説明等のために、パイロット事業を

受託したコンサルタントを協議会に招集した場合の謝金・旅費交通費

⑩ 協議会の事前打ち合わせにかかる費用（旅費交通費等）

⑪ 当該地域のパイロット事業の実施状況等を委員が確認する際の謝金・旅

費交通費（行政委員を除く）

⑫ 協議会の決定に基づき設置した分科会等にかかる費用（上記①から⑦

までを準用する）

⑬ 隣県との意見交換会にかかる費用（会場費、旅費交通費等）【※】

⑭ ブロック協会の意見交換会（以下「ブロック連絡会」という。）にかかる費

用（会場費、旅費交通費等）【※】

【※】ただし、⑬及び⑭については、地方協議会に関する意見交換会等を単

独で開催した場合のみを対象とし、ブロックの協会長会議等他の会議の

中で議事の一つとして実施した場合は除く。

【注】事前打合せ等を含め地方協議会及びパイロット事業に関する全ての業

務に係る旅費交通費、出張手当等費用について、地方協議会事務局は

本助成の対象外とする。

（１）地方協議会等開催に係る費用（年間１００万円を上限に助成）

⑮ 新聞広告料

⑯ 荷主向けPRリーフレット等作成・印刷費

⑰ PR資料等発送費

⑱ その他、地方協議会の取り組みをPRするために要した費用

（３）パイロット事業のコンサルタント業務委託料（１件あたり２５０万円を上限に助成）

⑲ 都道府県トラック協会がパイロット事業のコンサルタント業務を調査請負業

者に委託した場合の委託料（コンサルタントの人件費及び旅費交通費、調

査報告書作成費とし、その他の費用は除く）

【注】全日本トラック協会が、複数の地域を担当するコンサルタント会社と一括契

約する場合は本助成の対象外とする。

（４）パイロット事業を実施するにあたって特別に必要とする費用

（都道府県トラック協会が支出する実際の額）

⑳ パイロット事業の集団構成員の旅費交通費（コンサルタント及び地方協議

会事務局は対象外とする）

（都道府県トラック協会が支出する実額を上限とし、規定に基づき決定）

㉑ パイロット事業の委託料以外に特別に必要とする費用のうち、都道府県ト

ラック協会が支出する費用

【注】ただし、全ト協において、その特別必要経費負担費が今後パイロット事業

の成果を全国展開する際に多くの運送事業者にとって有効であると判断し

たものに限る。
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【注】上記（１）～（４）の助成対象であっても、行政が費用を負担したものは除く。
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新聞広告イメージ


